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　まず，筆者は慶應義塾大学メディカル
AIセンター（KeioMedicalAICenter：
K-MAIC）の一所員にすぎず，センターの
今後の展望を示すような立場にいないこと，
また，本稿の内容が慶應義塾大学メディ
カルAIセンターの方針とは必ずしも一致
しないことをご了承いただきたい。
　これまでに，放射線科の研究者として
診療情報や検査画像を対象として機械学
習を用いた研究を行ってきており，慶應
義塾大学メディカルAIセンターを最大限
活用してきた。今回は，一所員から見て
きたAIセンター像を紹介する。

センターの目的

　慶應義塾大学メディカルAIセンター
は，人工知能（AI）技術を用いて医療情
報を解析することで，「より良い医療」「よ
り良い医学研究」「より良い医学教育」
の 3 つを達成することを目標として，
2017 年 4 月に設立された。設立以来，
定期的に運営会議や勉強会を開催し，
塾内外の医学・医療のAI研究に関する
さまざまな情報の共有，研究者間や研
究者と企業間の交流を行っている。

組織体制

　慶應義塾大学メディカルAIセンター
は，医学部のメンバーが中心となって
設立し，活動拠点は医学部・病院のあ
る信濃町キャンパスに置かれているが，
位置づけとしては医学部・病院に属する
組織ではなく，慶應義塾大学先導研究

センターの一拠点となっている（図1）。
環境情報学部から村井　純教授，理工
学部からは伊藤公平教授にアドバイザー
として参画いただいており，理工学部や
環境情報学部に所属している所員も在
籍している。

センター設立の経緯

　メディカルAIセンターが設立される
前，システム医学講座の洪　繁准教授
や精神神経科の岸本泰士郎講師と筆者
が共同で，慶應義塾大学病院の医療記
録を用いた機械学習研究を計画したこ
とがあった。初回に倫理審査を受けた
際，「電子カルテ上の全データにアクセ
スすることを許可することは，倫理委員
会の権限の範囲外であり，病院の許可
が必要である。︲中略︲ 病院のリスク管
理の観点からは情報漏洩など重大な危
険があり，病院としての電子カルテデー
タの研究利用に関する統一ルールを決
定しておく必要があると倫理委員会は判
断する」と判定されたことがあった。当
院では，他診療科のカルテや他診療科
がオーダした検査情報を研究目的に用
いる際には，当該診療部長の許可を得
るというルールが存在していた。個々に
全診療科の診療部長の許可を得ること
はきわめて非効率的であり，同様の研究
を実施するために大きなハードルとなっ
ていた。このままではAI研究に大きな
遅れをとってしまう，という危機感がメ
ディカル AI センターの設立に至った
一つの理由ではないかと考えている。

メディカルAIセンター
設立後

　センター設立当初は，特に個人情報
保護法の改正による企業との共同研究
への影響，「人を対象とする医学系研究
に関する倫理指針」の改正による研究へ
の影響が活発に議論された。また，情
報処理安全確保支援士を交えて，研究
のための適切なデータ管理方法について
も病院情報システム部とともに検討を重
ねた。これは，前述したように，診療録
などの医療記録の研究目的の利用につ
いて，誰が，どのような条件で，どのよ
うな情報にアクセスすることを許可するの
か，新たなルールが求められていたからで
ある。残念ながら個々の研究ごとに必要
となる情報や条件が異なるため，一律の
ルール作成には至らなかったが，個々の
研究課題ごとに病院システム委員会で
審議するという道筋をつくることができ
た。前述の研究では　データはサーバ室
内に保存して持ち出さないこと，研究者
が利用する端末に電子カルテ端末と同
等のセキュリティ対策を実施すること，
研究利用が適さない患者（研究利用を
拒否されている方やカルテにアクセス制
限が設定されている方）は対象から除外
すること，各科の研究内容と重複しない
ように配慮することを条件に承認され，
その後の倫理審査でも無事に承認を得
るに至った。
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